
令和　年（　　年）　月1広 報 や わ た（　） 第   号 組織再編特集 ５ 20237143

問政策企画課（☎983‒1004）

令和５年１月１日から市の組織が変わります

【旧】 【新】 【主な組織再編の内容と市民窓口の変更】

政
策
推
進
部

政策推進課 政
策
企
画
部

市長公室 秘書広報課 ■政策推進部を政策企画部に再編
■市長公室を新設（秘書広報課と人事課を所管）
■生涯学習課を新設
■財政課を総務部に移管
●文化、スポーツ、生涯学習の担当が政策企画部生涯学習課になります（生
涯学習センター、公民館、コミュニティセンター含む）。
●アルバイト登録など人事業務の担当が、政策企画部人事課になります。

秘書広報課 人事課
市民協働推進課 政策企画課
財政課 市民協働推進課

生涯学習課

総
務
部

総務課 総
務
部

危機管理室 危機管理課 ■危機管理室を新設（防災安全課を危機管理課に改称し所管）
■人事課を政策企画部に移管
■財政課を所管
●防災・防犯関係業務の担当が、総務部危機管理課になります。

人事課 総務課
ＩＴ推進課 ＩＴ推進課
契約検査課 契約検査課
防災安全課 財政課

市
民
部

税務課 市
民
生
活
部

税務課 ■市民部を市民生活部に再編
■人権啓発課を人権政策課に改称
■環境事務所（環境業務課）を所管
●ごみ収集、公害、火葬料補助金、動物飼養管理業務の担当が、市民生活部
環境業務課になります。

市民課 市民課
人権啓発課 人権政策課

環境事務所 環境業務課

福
祉
部

（
福
祉
事
務
所
）

福祉総務課 健
康
福
祉
部

福祉事務所 福祉総務課 ■福祉部と健康部を健康福祉部に再編
■福祉事務所を組織上に明確化
■子育て支援課を家庭支援課に再編
■保育・幼稚園課（保育園係）をこども未来部子育て支援課に再編
●児童手当、（特別）児童扶養手当、母子・父子福祉、家庭児童相談、母子保健、
乳幼児等の予防接種、子育て支援医療、ひとり親家庭医療、未熟児養育医
療の担当が、健康福祉部家庭支援課になります。
●国民健康保険料の徴収及び年金業務の担当が、健康福祉部国保医療課にな
ります。

障がい福祉課 障がい福祉課
子育て支援課 家庭支援課
保育・幼稚園課(保育園係) 生活支援課
生活支援課 高齢介護課

健
康
部

高齢介護課 健康推進課
健康推進課 国保医療課

国保医療課

環
境
経
済
部

環境事務所 環境保全課 建
設
産
業
部

産業振興室 環境政策課 ■環境経済部と都市整備部を統合し、建設産業部に再編
■産業振興室を新設（環境政策課、農業振興課、商工観光課を所管）
■環境保全課を環境政策課に再編
●地球温暖化対策や環境啓発の担当が、建設産業部環境政策課になります。
●農業振興業務の担当が、建設産業部農業振興課になります。
●商工業、観光関係業務の担当が、建設産業部商工観光課になります。

環境業務課 農業振興課
農業振興課 商工観光課
商工観光課 都市整備課

都
市
整
備
部

都市整備課 管理・交通課
管理・交通課 道路河川課
道路河川課 住宅管理課
住宅管理課

教
育
部

教育総務課 こ
ど
も
未
来
部

こども未来課 ■教育部をこども未来部に再編
■教育総務課をこども未来課に再編
■文化財保護課を文化財課に改称
■保育・幼稚園課（幼稚園係）を子育て支援課に再編
■社会教育課を発展的に解消し、政策企画部生涯学習課、こども未来部こど
も未来課・学校教育課で事務を担当。
●放課後児童健全育成施設、児童センター（子どもセンター）、青少年健全
育成の担当が、こども未来部こども未来課に、学校支援の担当が、学校教
育課になります。
●保育園・認定こども園・幼稚園、子育て支援センター、ファミリーサポー
トセンターの担当が、こども未来部子育て支援課になります。

社会教育課 子育て支援課
文化財保護課 学校教育課
学校教育課 文化財課
保育・幼稚園課(幼稚園係) (図書館)
(生涯学習センター ) (教育支援センター )
(図書館) (教育集会所)
(教育支援センター ) (学校教育機関)

(教育集会所)
(学校教育機関)

組
織
再
編
の
ポ
イ
ン
ト

子育て関連部門の一元化 「こども未来部」を創設し、就学前後の教育・保育および子育てに関する業務を一元化
人材マネジメントの強化 政策企画部内に「市長公室」を新設し、職員の適材適所による人員配置と資質・能力の向上をはじめとする人

材マネジメントを強化
災害等発生時の体制強化 総務部内に「危機管理室」を新設し、全部局を横断的に統率可能な指揮命令系統の確立と災害発生時の体制を

強化
都市機能・土地利用部門と産業部
門の統合による産業振興の強化

都市整備部と環境経済部の産業部門を統合し「建設産業部」に再編するとともに、部内に「産業振興室」を新設し、
農業振興との調和を図りつつ、機動的な土地利用調整体制を構築

市民サービス部門の統合と人生
100年時代への備え

市民部を「市民生活部」に再編し、ごみ収集関連業務や公害対策等業務を担当
生涯学習および文化スポーツ部門を「政策企画部」の所管とし、人生100年時代を見据えた生涯学習の充実と社
会参加を促進

福祉部と健康部の統合 健康部と福祉部を統合して「健康福祉部」に再編し、組織をスリム化

コンセプト 子育て関連部門の一元化をはじめ、人口減少・少子高齢社会に対応できる組織への再編と、安心・安全のまちづくりや
人材マネジメント、産業振興などの重要課題に機動的に取り組める体制づくり

　人口減少、少子高齢化が進む中においても、第５次八幡市総合計画に
掲げる将来都市像の実現に向け、様々な課題に機動的に取り組める体制
構築を目指し、下記のとおり組織再編を行います。

※１月10日（火）からの新庁舎での業務開始までは、旧本庁舎で
の執務（表示も旧組織のまま）となります。
※組織再編後の担当部署の事務内容などは、今月号の４～７ペー
ジをご覧いただくか、各担当部署にお問い合わせください。

※一部の組織を除き、係が廃止となります。


